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地域相談支援（地域移行、地域定着）について

厚生労働省社会保障審議会障害者部会
第119回、第129回資料抜粋
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地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要

地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院、救護施設・更生施設、矯正施設等に入所又は入院している障害者を対象に住居の
確保その他の地域生活へ移行するための支援を行う。

地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。

3

（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）
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地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数実績等
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地域生活支援拠点等整備について
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

地域生活支援拠点等の整備について

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター
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○ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」
を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、居住支援のため
のサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備するもの。

○ 第６期障害福祉計画（令和３年度～令和５年度）では、「令和５
年度末までの間、各市町村又は各障害保健福祉圏域に１つ以上の地
域生活支援拠点を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運
用状況を検証及び検討すること」を基本。

※参考：全国：1,741市町村
令和３年4月時点における整備状況

921市町村（うち、圏域整備：118圏域501市町村）
令和３年度末時点における整備見込み

1,104市町村

地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実

地域生活支援拠点等

【緊急時受入れ】

【地域の体制づくり】

【体験の機会】【相談】

【専門性】
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基幹相談支援センターについて
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・
精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地
域 移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ

主任相談支援専門員、
相談支援専門員、社会福祉士、
精神保健福祉士、保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報受理、
相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

平成３年４月設置市町村数：９２１
（一部共同設置）
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重層的な相談支援体制

＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を基
盤とした計画相談
支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

 社会資源を活用するための支援（各種支援施策
に関する助言・指導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介

主な担い手⇒市町村相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援等
・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業
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（自立支援）協議会について
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各会議の標準的なシステムとポイント

機能する協議会のイメージ

全体会 年２～３回

定例会 毎月開催

運営会議（事務局会議） 毎月開催・随時

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

ニーズ・課題
・個別ケース等

一般的な協議会のイメージ

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさん Bさん Cさん Dさん

＊全体会において地域全体で確認

ポイント５

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の改
善・開発を全体会に提案

ポイント４

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的に協議
する場（参加者は現場レベル）

ポイント３

＊個別の支援会議で確認した課題の取扱につ
いて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

ポイント２

＊個別支援会議は協議会の命綱

これが開催されないと、協議会の議論が空回り
する場合が多い。

＊本人を中心に関係者が支援する支援を行う
上での課題を確認する場

ポイント１

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行）一部改変

（地域自立支援）協議会はプロセス（個別課題の普遍化）
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• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

市町村（自立支援）協議会は地域づくりの中核

市町村（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障害者を支える
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運営部会 地域移行部会権利擁護部会

中讃東圏域小豆圏域高松圏域大川圏域

市町が設置する協議会

報告・提案

連
携
・
協
働

人材育成部会

■令和４年度自立支援協議会■

香川県自立支援協議会

医療的ケア部会

（主任相談支援専門員）

精神障害にも対応した
地域包括ケアワーキング

（圏域マネージャー）

（SV)

広
域
検
討
課
題

相談支援体制機能強化事業
（圏域アドバイザー）

中讃西圏域 三観圏域
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✿香川県内の市町が設置する協議会について

障害保健福祉圏域名 市町自立支援協議会名 市町名

東部障害保健福祉 圏域

大川圏域地域自立支援協議会 さぬき市、東かがわ市（２市）

高松圏域自立支援協議会 高松市、三木町、直島町（１市２町）

小豆障害保健福祉 圏域 小豆圏域自立支援協議会 土庄町、小豆島町（２町）

西部障害保健福祉 圏域

中讃東圏域地域自立支援協議会 坂出市、宇多津町、綾川町（１市２町）

中讃西部地域自立支援協議会
丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、
まんのう町（２市３町）

三観地域自立支援協議会 観音寺市、三豊市（２市）
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施行規則
第３４条

業務管理体制の整備に関する事
項の届出

基準省令

第５条第１項、2項 内容及び手続の説明及び同意

第６条 契約支給量（契約内容）の報告等

第２２条、２３条
障害福祉サービスの体験的な利
用支援、体験的な宿泊支援

第２７条 運営規程

第２８条 勤務体制の確保等

第３１条第１項 掲示等

第３２条第２項 秘密保持等

第３３条 情報の提供等

第３５条 苦情受付

第３６条 事故発生時の対応

第３７条 会計の区分

第４２条 地域定着支援台帳の作成等

第４３条 常時の連絡体制の確保等

障害福祉サービスの体験的な利用支援や体験的な宿泊支援の委託契約書を作成すること。

・運営規程に定められている虐待防止のための措置について、対応の手続きをフローチャート等により
具体的に定めること。
・運営規程の相談支援専門員の人数を実態に合わせて作成すること。（変更届を忘れず行うこと。）

・職員の勤務表については、職務時間、常勤非常勤の別、職名を明記したものを作成すること。

・従業者の資格や勤務の体制など利用申込者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示する
こと。

・指定地域移行支援所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計をその他の事
業の会計と区分すること。

・業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を従業者でなくなった後においても保持する旨を取り決
めるため、従業者の雇用の際に、守秘義務に関する誓約書を取ること。
・個人情報利用同意書の内容について、一般相談支援事業所用に訂正すること。

・地域移行支援、地域定着支援の普及啓発に努めること。（ホームページ等）

・業務管理体制（法令等遵守）について、内容に変更があった場合は変更届を提出すること。

H28年～　一般相談支援事業者指摘事項

※下線部はR3年の指摘事項  

・苦情受付体制について、対応手続きをフローチャート等により具体的に定めること。

・事故発生時の対応について、対応の手続きを具体的に定めること。

・地域定着支援にかかる常時の連絡体制の確保の具体的方法について、指定申請時の状況と異なって
いたため、現状を踏まえて検討し、併せて重要事項を記した文書の記載内容についても検討すること。

・地域移行、地域定着支援の契約書について、変更があれば、随時訂正すること。
・サービスの選択に資すると認められる重要事項について、事故発生時の対応を記載すること。
・利用契約書について、サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項について記載するこ
と。

・地域移行支援を提供したことについての利用者の確認を得ること。

・地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を記録して利用者に確認してもらうためのサービス提
供記録表を作成すること。

・地域移行支援計画の様式や地域定着支援台帳を整備し、利用希望があった場合にすぐに対応できる
ような体制を整備しておくこと。
・地域移行支援計画の作成に係る会議を開催する際は、地域移行支援計画作成会議として位置付ける
こと。

地域移行支援計画の作成等

サービス提供の記録第１５条

第２０条第１項

・利用に係る契約をしたときは、その旨を市町に対し遅延なく報告すること。

・地域定着支援台帳を整備し、利用希望があった場合にすぐに対応できるような体制を整備しておくこと。
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